
平素から当市税務行政にご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産（事業用資産）についても課税の対象となります。

償却資産を所有している方は、毎年賦課期日（１月１日）現在に所有している償却資産について

   申告していただくことになります。（地方税法第383条）

つきましては、申告書等に必要事項を記入の上、提出期限までに提出してください。
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③種類別明細書（減少資産用）の記入例

電話番号　０５７４－２５－２１１１　（内線２１６・５１６）

償却資産（固定資産税）
申告の手引

提出期限　令和８年２月２日（月）

令和８年度

　令和３年４月から、償却資産申告書の押印は不要となりました。（記入方法等は、「償却
資産申告書の記入例」を参照してください。）なお、任意で押印していただいても差し支え
ありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。

【お知らせ】

美濃加茂市 総務部税務課 固定資産税係
〒５０５－８６０６　岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１



１　償却資産の申告について

（１）申告していただく方

　　  令和８年１月１日現在、事業の用に供することができる資産を所有している法人や個人の方です。

　　　次の方も申告が必要です。

　　　ア　償却資産を他に賃貸している方

　　  イ　所有権移転外リースの場合は、償却資産を所有している貸主の方

　　  ウ　所有権移転リースの場合は、原則として償却資産を使用している借主の方

　　  エ　償却資産を共有されている方（各々の持分に応じて個々に申告するのではなく、代表者を決めて

　　　  共有名義で申告してください。）

 　　 オ　内装、造作及び建築設備等を取り付けた賃借人（テナント）等の方

　　  カ　割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方

　　 　 ※償却資産を所有していない方は、「該当資産なし」と申告してください。 また、廃業・移転・

　　　　合併等で全ての資産が減少した方は、その旨を申告してください。　　     

（２）申告書の提出方法等

　　　○提出期間：令和８年１月５日（月）から２月２日（月）まで

　　　○提出方法：①窓口持参、②郵送、③eLTAX（電子申告）のいずれか

（３）申告書の提出先等

（４）個人番号・法人番号の記載

償却資産申告書には個人番号（マイナンバー、12桁）又は法人番号（13桁）の記載が必要です。

個人番号を記載した申告書を提出いただく際は、番号法に定める本人確認（番号確認、身元確認及び

　　代理権確認）を行います。

窓口持参の場合は、以下の本人確認資料を提示してください。郵送の場合は、その写しを添付してく

　　ださい。

法人番号を記載した申告書を提出いただく場合は、本人確認資料の提示・添付は不要です。

　　≪本人確認資料≫

ア　本人が申告書を提出する場合（①と②それぞれ１点必要）

イ　代理人が申告書を提出する場合（①～③それぞれ１点必要）

※本人が申告書を提出する場合、マイナンバーカードは番号及び身元両方の確認資料となります。

※「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。通知カードの記載事項が住民票の記載事項

　　　と一致している場合は、番号確認資料として引き続きご利用いただけます。

美濃加茂市総務部

税務課固定資産税係

提出先 所在地（窓口）

〒505-8606　美濃加茂市太田町３４３１番地１

（西館２階、窓口㉚）

連絡先

0574-25-2111

（内線216・516）

「マイナンバーカード」、「通知カード」又は
①番号確認資料

②身元確認資料

「住民票の写し（個人番号が記載されたもの）」等

「マイナンバーカード」、「運転免許証」又は

「パスポート」等

①本人の
番号確認資料の写し

「本人のマイナンバーカード」、「本人の通知カード」又は

「本人の住民票の写し（個人番号が記載されたもの）」等

「代理人のマイナンバーカード」、「代理人の運転免許証」、

「代理人のパスポート」、「代理人の税理士証票」又は
②代理人の

身元確認資料
「登記事項証明書及び社員証」（代理が法人の場合）等

③代理権確認資料 「税務代理権限証書」（税理士）又は「委任状」等
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（５）申告の対象となる資産

　　  令和８年１月１日現在、事業の用に供することができる資産です。

　　  次の資産も申告が必要ですので、ご注意ください。

　　  ア　償却済資産（耐用年数が経過した資産）

　　  イ　建設仮勘定で経理されている資産（完成して事業の用に供している部分）

　　　ウ　決算期以後１月１日までの間に取得された資産

　　  エ　簿外資産（会社の帳簿に記載されていない資産）

　　  オ　遊休資産（稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産）

　 　 カ　未稼働資産（既に完成又は据付け済であるが、未だ稼働していない資産）

　 　 キ　取得価額が２０万円未満の資産で、税務会計上固定資産勘定に資産計上されている資産

　　　　　ただし、次のような償却資産は申告の対象となりません。

　　　　　・耐用年数が１年未満の資産又は取得価額が１０万円未満の資産で、税務会計上一時に損金又は

　　　　　必要な経費に算入されたもの

　　　　　・取得価額が２０万円未満の資産で、税務会計上３年間で一括償却し、損金又は必要な経費に算

　　　　　入されたもの

　 　 ク　取得価額が３０万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第２８条の２又は第６７条の５の

　　　　適用により即時償却した資産

（６）申告の対象とならない資産

　　  次の資産は、償却資産の対象とはなりませんので、申告の必要はありません。

　　  ア　自動車税（種別割）・軽自動車税（種別割）の課税対象となるべきもの

　 　 イ　無形固定資産（例：特許権、営業権、アプリケーションソフトウエア等）

　 　 ウ　繰延資産（例：開業費、創立費、開発費等）や棚卸資産（商品、貯蔵品等）

　 　 エ　平成２０年４月１日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第６４条の２第１項又は所得

　　　  税法第６７条の２第１項に規定するリース（所有権移転外リース及び所有権移転リース）資産で取

　　　　得価額が２０万円未満のもの

（参考）少額の減価償却資産の取扱いについて

①

②

③

④

⑤

　※１　法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条

　※２　法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項

　※３　租税特別措置法第28条の2又は第67条の5

　※４　個人の方が取得した１０万円未満の資産は必要経費となるため、個別に減価償却することはありま

　　　せん（所得税法施行令第138条）。　

　※５　令和４年４月１日以降に取得し、かつ、貸付け（主要な業務として行われるものを除く。）の用に

　　　供する資産は、当該償却方法の対象外となります。

（７）申告の方法

　○提出書類

　　償却資産の申告に際して提出していただく書類は、主に次の３点です。

　　① 償却資産申告書（償却資産課税台帳）

　　② 種類別明細書（増加資産・全資産用）

　　③ 種類別明細書（減少資産用）

　　※申告書の控えが必要な場合は、ご自身で事前にコピーしてください。

　　※申告方式により必要となる提出書類が異なります。次頁の提出書類一覧表を確認してください。

　　※②又は③については、必要枚数をコピーしてください。

申告対象※申告いただく方は１頁（１）参照

申告対象

様式は市ホームページ「各種申請書」
からダウンロードできます。

申告対象

３０万円以上

３年一括償却※２※５

個別減価償却※４

一時損金算入※１※５ 申告対象外

１０万円未満
１０万円以上
２０万円未満

２０万円以上
３０万円未満

リース資産（ファイナンス・リース）

中小企業特例※３※５

申告対象外

申告対象外

償却方法

取得価額
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　○申告方式

　　ア　一般方式の場合

　　　　一般方式とは、初年度に全資産についての申告をし、次年度以降は、資産の増減についてのみ申告

　　　する方式です。評価額の算出は市が申告内容に基づいて行うため、必要ありません。また、前年度に

　　　申告している方には、申告済み資産の種類別明細書（申告資料）を同封していますので、増加又は減

　　　少資産用の種類別明細書を作成する際の参考としてください。

　　イ　電算処理方式の場合

　　　　電算処理方式とは、自社等の電算処理システムによって、全資産についての評価額を算出した申告

　　　書を作成する方式です。この場合、市は資産一品ごとのデータ管理を行いませんので、毎年、所有す

　　　る全資産について申告してください。なお、評価額の算出に当たっては、後述の「３－（１）評価額

　　　の算出方法」を参照し、誤りがないようにしてください。　

　○提出書類一覧表　

　※１　償却資産申告書（償却資産課税台帳）の「18備考」に「増減なし」と記入してください。

　※２　償却資産申告書（償却資産課税台帳）の「18備考」にその旨（「令和○年○月廃業」等）と記入してください。

　※３　償却資産申告書（償却資産課税台帳）の「18備考」に「該当資産なし」と記入してください。

　【提出される前に必ず確認してください。】

　　①　申告書の所有者欄を漏れなく記入してください。

　※押印は不要です。当市が送付した、所有者の住所及び氏名がプレ印刷された申告書で提出

　する場合は、内容に誤りがないことを確認し、内容を変更する場合は、見え消しで修正して

　ください。

　法人の場合は、名称及び代表者の氏名（例：代表取締役　○○○○）を記名してください。

　　②　申告書の「控え」が必要な方は、ご自身でコピーしてお手元に残してください。

　　③　申告書の「控え」に当市の受理印が必要な場合は、原本とコピーを提出してください。

　　④　郵送で提出される方で、受理印を押印した「控え」が必要な場合は、申告書(原本)とコピー

　　　（控え）に加え、切手を貼付し、宛先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。

（８）償却資産申告書等のダウンロード

　　　償却資産の申告に必要な各種様式は、次の場所からダウンロード・印刷できます。

　　  （当市ＨＰ）トップ＞申請書ダウンロード＞（税金）固定資産税＞当該ページ

（９）ｅＬＴＡＸ（エルタックス）による申告

　　 地方税ポータルシステム（通称ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を利用した、インターネットによる申告

　 も受け付けています。なお、申告データ等の作成に係る具体的な操作方法については、ｅＬＴＡＸホー

　 ムページをご覧いただくか、ｅＬＴＡＸヘルプデスクにお問合せください。

 ②　ｅＬＴＡＸヘルプデスク

9時～17時（土・日・休祝日、年末年始を除く）

①　ｅＬＴＡＸホームページ

○ ○

種類別明細書

②
増加資産・
全資産用

③
減少資産

用

提出書類（様式）

○ ○ ○

①
償却資産
申告書

前年以前に電算処理方式で申告した方

○※３ 

○※３ 

廃業又は資産を市外に移動した方

償却資産を所有していない方

一般
方式

電算
処理
方式

償却資産を所有していない方

廃業又は資産を市外に移動した方

増加又は減少した資産のない方

増加又は減少した資産のある方

初めて申告する方

○

○

○※２ ○

申告していただく方

初めて申告する方

○※２ 

○ ○ ○

申告していただく資産

令和8年1月1日
現在、所有し
ている全ての
償却資産

令和7年1月2日から令
和8年1月1日までの間
に増加又は減少した償
却資産

○

 ○※１ 

電話番号：０５７０－０８１４５９

　【美濃加茂市ホームページ】https://www.city.minokamo.gifu.jp/

https://www.eltax.lta.go.jp
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（10）不申告又は虚偽の申告

　　 正当な理由がなく償却資産の申告をしなかった場合は、地方税法第386条の規定により過料を科される

　 ことがあります。また、虚偽の申告をすると同法第385条の規定により罰金等を科されることがあります。

２　償却資産とは

（１）償却資産の種類と具体例

　　　償却資産は、下表のように６種類に分類されます。申告書とともにご提出いただく種類別明細書を作

　　成する際は、この表を参考に「資産の種類」欄のコード（１～６）を記入してください。

３

４

５

（２）業種別の主な償却資産の具体例

下表は、申告の対象となる業種別の主な償却資産の例示です。

※ただし、家屋として評価されているものは除く。

 ボート、ヨット、釣船、漁船、遊覧船等

 航　 空 　機  飛行機、ヘリコプター、グライダー等

資産の種類 主な償却資産の例示

１
構
築
物

構　築　物  屋上看板等の広告設備、駐車場の舗装、門、塀、緑化施設等

建物附属設備
 受変電設備、予備電源設備、屋外給排水設備、特定の生産又は業務用の設備等

 （次頁「償却資産と家屋の区分表」をご参照ください。）

 太陽光発電システム等

 が「0、00から09及び000から099」)、機械式駐車設備（ターンテーブルを含む。）

６  工具、器具及び備品
 パソコン、複写機、事務机、応接セット、測定工具、理美容機器、医療機器、金型

 、テレビ、エアコン、冷蔵庫、陳列ケース、レジスター、金庫、自動販売機等

医院、歯科医院

クリーニング業

不動産貸付業

駐車場事業

木工業

工場

駐車場設備、受変電設備、自家発電設備、蓄電池設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、

 車両及び運搬具  大型特殊自動車（分類番号が「9、90から99及び 900から999」詳細は６頁）等

２  機械及び装置

 各種製造設備等の機械及び装置、建設機械に該当する大型特殊自動車（分類番号

業　種

 船　　　　舶

共　通

小売店

印刷業

建設業

バー、喫茶・軽食

製パン業、製菓業

理容業、美容業

飲食店
接客用家具・備品、自動販売機、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、

日よけ、室内装飾品、厨房設備等

キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、ロッカー、ＬＡＮ設備等

商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ等

各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等

ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、

コンクリートカッター、ミキサー、大型特殊自動車（※詳細は６頁）等

厨房設備、冷蔵庫、自動食器洗浄機、製氷機、エレクトーン等の楽器、ミラーボール等

資産の名称

外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視装置、看板、簡易間仕切、応接セット、金庫、

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、給排水設備、ビニール包装設備等

受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事

、駐車場等の舗装等

柵、照明等の電気設備、駐車装置（機械設備）、駐車場料金精算機、白線、舗装路面等

帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等

旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、

福利厚生設備等

窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等

パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ等

各種医療機器（ベッド、手術台、Ｘ線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、脳波測定器、

ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、各種検査機器）、各種事務機器、待合室用ソファ等
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（３）償却資産と家屋の区分

　   設備等の所有者が家屋の所有者と異なる場合は、下表区分にかかわらず全て「償却資産」となります。

（注）１　この一覧表は一般的な区分の例示であり、資産の状況によってはこの例によらない場合もあります。

（注）２　屋外に設置されている設備については、上記区分にかかわらず原則として「償却資産」となります。

（注）３　税務会計上、家屋と設備を「建物」として一括で減価償却している場合でも、本来個別に減価償却が可能な

　　　　構築物等の部分については、「償却資産」として申告が必要となります。

【（注）３の例】 　※太枠部分が申告対象　

区分

家屋

償却

償却

償却

 監視カメラ設備

　空調・換気設備

　駐 車 場 設 備

　運　搬　設　備

　厨　房　設　備

　そ　　の　　他

　外　構　工　事

 家屋と一体(天井埋込型)等
 左記以外の設備

 舗装路面・フェンス・機械式駐車場設備等

 受像機（テレビ）、カメラ  配線・配管等

 屋外の設備・特定の生産又は業務用設備
 （屋外給水塔・引込工事・井戸等）

 屋内の設備
 （配管、高架水槽、受水槽、ポンプ
等）

⇒

固定資産税上の取扱い　　

 工場用ベルトコンベア・垂直搬送機  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｴｽｶﾚｰﾀｰ・小荷物専用昇降機等

 局所式給湯設備
 （電気温水器・湯沸器用・事業用ボイラー等）

 局所式給湯設備(ＵＢ用、床暖房用)
 中央式給湯設備

 設備一式(洗面器・大小便器・浴槽等)

 屋外の設備・特定の生産又は業務用設備
 （屋外の配管・引込工事等）

 屋内の配管等

 ルームエアコン（壁掛け）
 特定の生産又は業務用設備

資産名称

アパート
（外構等含
め一式）

税務会計上の取扱い

 電話設備の配線・配管、端子盤等

 引込工事及び設備一式（屋外配線等含む）

 特定の生産又は業務用の設備  左記以外の設備

 変圧器・配電盤等設備一式（配線・配管含む）

電
　
気
　
設
　
備

 電話・LAN設備

 受変電設備

 予備電源設備

 電力引込設備

 動力配線設備

 中央監視設備

 電灯コンセント設備
 照明器具設備

 電話機・交換機等の機器、ＬＡＮ設備一式

償却資産の対象となる主なもの

　建　築　工　事

 放送・拡声設備  マイク・スピーカー・アンプ等の機器  配線・配管等

家屋に含めるもの

 床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式

 設備一式（同上）

 屋外の照明設備・特定の業務用設備一式
 （外灯等の照明器具及び配線・投光機等）

 屋内の照明設備一式(照明器具・配線等)

 発電機・蓄電池・無停電電源設備等（同上）

給
排
水
衛
生
設
備

 給 排 水 設 備

 給 湯 設 備

 ガ ス 設 備

 衛 生 設 備

 消 火 設 備

設備等の種類

 消火器・避難器具・ホース及びノズル・
 ガスボンベ等

 消火栓設備・火災報知器・避雷設備・
 スプリンクラー設備等

 工事一式（門・塀・緑化施設等）

自転車置き場、フェンス

植栽その他緑化設備

資産名称

アパート（家屋部分）

駐車場舗装

 顧客の求めに応じるサービス設備（飲食店等）
、病院、社員食堂等の厨房設備

 左記以外の設備

 洗濯設備・冷却装置・ＰＯＳシステム・文字
（袖）看板・広告塔・ネオンサイン・簡易間仕
切（衝立）・ごみ処理設備・ブラインド等

取得価額（円）

50,000,000

7,500,000

7,500,000

5,000,000

取得価額（円）

70,000,000
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（４）償却資産の課税対象となる車両

　　　特殊自動車は、その規格によって小型特殊自動車と大型特殊自動車に区分され、小型特殊自動車は軽

　　自動車税、大型特殊自動車は償却資産として固定資産税の課税対象となります。

　　　下表に記載されている車両は大型特殊自動車に該当するため、償却資産の申告が必要です。ナンバー

　　登録の有無にかかわらず、全て申告してください。（地方税法第341条第4号）

種類

（５）国税の取扱いとの主な違い

　　　固定資産税（償却資産）と国税（法人税・所得税）では取扱いが異なる点がありますので、注意して

　　ください。

＊『固定資産評価基準』とは、地方税法第388条に基づく総務大臣の告示です。

 前年中の新規取得資産  半年償却  月割償却

項目 固定資産税の取扱い

 償却計算の基準日  賦課期日（１月１日）  事業年度（決算期）

　（建物については旧定額法）

　旧定率法、旧定額法等の選択制度

 減価償却の方法

　については定額法）

【平成28年4月1日以後取得】

　定率法、定額法等の選択制度

　（建物及び構築物・建物附属設備

　（建物については定額法）

【平成19年4月1日

 （7ページ≪減価残存率表≫を参照）　　　～平成28年3月31日取得】

 （租税特別措置法）

 金額にかかわらず、認められません。  認められます。

【平成19年3月31日以前取得】

 原則、『固定資産評価基準』＊に定

 中小企業者等の少額資産の

 即時償却

 圧縮記帳の制度  認められません。  認められます。

 特別償却・割増償却

 評価額の最低限度  取得価額の100分の5

 区分評価

 備忘価額（１円）

 損金算入の特例

 改良費(資本的支出）
（改良を加えられた資産と改良費を区分して評価）

 原則として区分（一部合算可）

　定率法、定額法等の選択制度

 める減価率によります。

 認められません。  認められます。

 （租税特別措置法）

国税の取扱い

その他

建設
用等

農耕
作業
用

自動車の構造及び原動機

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グ
レーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪
自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、
モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・
ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイー
ル・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運
搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

大型特殊自動車の要件

左記の自動車のうち、
以下の要件に一つでも該当する場合は、大型特
殊自動車です。

 1.最高速度が時速15ｋｍを超えるもの
 2.自動車の長さが4.7ｍを超えるもの
 3.自動車の幅が1.7ｍを超えるもの
 4.自動車の高さが2.8ｍを超えるもの

左記の自動車のうち、
以下の要件に該当する場合は、大型特殊自動車
です。

・最高速度が時速35㎞以上のもの

左記の自動車は、
全て大型特殊自動車です。

（乗用装置を備えている次の車両）
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機
及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

※ただし、乗用装置を備えていない場合は、最高速度に関係なく償却
資産として固定資産税の対象となります。

ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を
有する自動車
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３　税額等の算出方法について

（１）評価額の算出方法

　　　償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産に

　　ついて一品ごとに賦課期日（１月１日）現在の評価額を算出します。

ｒ：耐用年数に応ずる減価率

Ａ：半年分の減価残存率で≪減価残存率表≫のＡ欄の率です。

Ｂ：１年分の減価残存率で≪減価残存率表≫のＢ欄の率です。

※１月１日取得の資産については、その前年の12月を取得年月とします。

※初年度の評価額は、取得年にかかわらず半年分の減価があったものとして算出します。

（注）算出した評価額が取得価額の５％を下回る場合は、取得価額の５％の額が評価額となります。

（２）減価残存率表　

前年中に取得した資産

取得価額×（１－ｒ／２）

　　　　   ＝取得価額×Ａ

前年前に取得した資産

     前年度評価額×（１－ｒ）

＝前年度評価額×Ｂ

耐用年数
に応ずる
減価率

耐用
年数

ｒ

減価残存率

前年中取得
のもの

前年前取得
のもの

Ａ Ｂ

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

0.127

0.120

0.114

0.109

0.104

0.099

0.095

0.092

0.088

0.658２

３

４

５

６

７

８

９ 0.226 0.887

１０

１１

１２

１３

0.684 0.316

0.536 0.732 0.464

0.438 0.781 0.562

0.369 0.815 0.631

0.319 0.840 0.681

0.280 0.860 0.720

0.250 0.875 0.750

0.774

0.206 0.897 0.794

0.189 0.905 0.811

0.175 0.912 0.825

0.162 0.919 0.838

0.924 0.848

0.929 0.858

0.933 0.866

0.152

0.142

0.134

0.936 0.873

0.940 0.880

0.943 0.886

0.945 0.891

0.948 0.896

0.950 0.901

0.952 0.905

0.954 0.908

0.956 0.912

２６ 0.085 0.957 0.915

２３

２４

２５

耐用
年数

耐用年数
に応ずる
減価率

減価残存率

前年中取得
のもの

前年前取得
のもの

ｒ Ａ Ｂ

２７ 0.082 0.959 0.918

２８ 0.079 0.960 0.921

２９ 0.076 0.962 0.924

３０ 0.074 0.963 0.926

３１ 0.072 0.964 0.928

３２ 0.069 0.965 0.931

３３ 0.067 0.966 0.933

３４ 0.066 0.967 0.934

３５ 0.064 0.968 0.936

３６ 0.062 0.969 0.938

３７ 0.060 0.970 0.940

３８ 0.059 0.970 0.941

３９ 0.057 0.971 0.943

４０ 0.056 0.972 0.944

４１ 0.055 0.972 0.945

４２ 0.053 0.973 0.947

４３ 0.052 0.974 0.948

４４ 0.051 0.974 0.949

４５ 0.050 0.975 0.950

0.975 0.951

４７ 0.048 0.976 0.952

４８ 0.047 0.976 0.953

４９ 0.046 0.977 0.954

５０ 0.045 0.977 0.955

５１ 0.044 0.978 0.956

４６ 0.049
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【計算例】取得価額：230,000円、取得年月：令和7年5月、耐用年数：4年のパソコン

令和8年度　230,000円×0.781＝179,630円

令和9年度　179,630円×0.562＝100,952円

令和10年度　100,952円×0.562＝ 56,735円

令和11年度　 56,735円×0.562＝ 31,885円

令和12年度　31,885円×0.562＝ 17,919円

令和13年度　17,919円×0.562＝ 10,070円 ＜ 11,500円（取得価額の5％）

※令和13年度で算出額が取得価額の5％を下回るので、これ以降11,500円で評価されます。

（３）課税標準額の算出方法

　　　各資産の評価額を合算した額が課税標準額（1,000円未満切捨て）となります。

　　　課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た

　　額を基に課税標準額を算出します。

（４）税額の算出方法

　　　課税標準額に基づき、税額を算出します。

× ＝

※課税標準額が150万円（免税点）未満の場合は、課税されません。

４　非課税及び課税標準の特例
（１）非課税となる償却資産

　　　地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課

　　税になります。

　　　該当する償却資産を所有している方は、「固定資産税・都市計画税非課税申告書」をご請求の上、必

　　要事項を記入し、非課税内容に係る資料とともに提出してください。

（２）課税標準の特例が適用される償却資産

　　　地方税法第349条の3及び同法附則第15条等の規定により、課税標準の特例が適用される資産について

　　は、固定資産税が軽減されます。特例の適用がある資産を所有している場合は、申告書に根拠法令を明

　　示し、それを証明する書類を添付してください。書類については、個別にお問合せください。

５　申告内容の確認調査

　　　申告書の受付後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第4

　  08条の規定に基づいて電話でのお問合せや資料提供のご依頼、実地調査を行っておりますので、その際

　　はご協力をお願いいたします。また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類に

    ついて閲覧を行うことがあります。

　　　調査の結果、資産の申告漏れ等が判明した場合は、申告内容の修正をご依頼することがありますので

　　、ご了承ください。

６　過年度への遡及等

　　　調査に伴う申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、

　　資産を取得された翌年度まで（原則として地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分）遡及するこ

　　ととなります。なお、過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり、納期は１回

    となりますのでご留意ください。　　　

７　提出前のチェック事項

提出前に、確認してください。

□償却資産申告書の所有者欄に「 住所、氏名」を記入（又は印字）されていますか。

□償却資産申告書の「6 この申告に応答する者の係及び氏名」欄に連絡先を記入されていますか。

□非課税や特例の資産を所有されている場合は、償却資産申告書の「10 非課税該当資産／11 課税標

準の特例」欄の有に〇をつけていますか。

□電算処理方式の場合、全資産の種類別明細書は添付されていますか。

　　　ますか。□控えの返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封されていますか。

課税標準額（1,000円未満切捨て） 税率（100分の1.4） 税額（100円未満切捨て）
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6
,

5
0
0
,

0
0
0

6
,

7
2
0
,

0
0
0

1
3
,
2
2
0
,
0
0
0

3 4 5 7
8
,

5
9
0
,

6
5
5

8
7
1
,

0
0
0

8
,

0
2
0
,

2
1
3

1
5
,
7
3
9
,
8
6
8

 

　
　

平
成

２
９
年

１
２
月

0
1

2
3

7
2

3
4

5
6

7
8

9

1
構

築
物

十
億

百
万

千
円

7
合

計

4
航

空
機

5
車

両
及

び
運

搬
具

6
工

具
、

器
具

及
び

備
品

2
機

械
及

び
装

置

3
船

舶

1
7
　

事
業

所
用

家
屋

の
所

有
区

分
自

 己
 所

 有
　

・
　

借
　

家
合

計

　
　

　
　

　

資
産

の
種

類
評

　
　

　
価

　
　

　
額

　
　

（
ホ

）
※

　
　

決
　

　
　

定
　

　
　

価
　

　
　

格
　

　
（
ヘ

）
※

　
　

課
　

　
税

　
　

標
　

　
準

　
　

額
　

　
（
ト
）

1
8
 備

考
（
添

付
書

類
等

）

5
1
9
,
8
6

2
1
3

2
,

1
,

千
円

0
,

1
,

0
0
0

8

十
億

百
万

十
億

百
万

千
円

船
舶

航
空

機
1
6

０
借

用
資

産

（
有

・
無

）

貸
主

の
名

称
等

車
両

及
び

運
搬

具

6
工

具
、

器
具

及
び

備
品

2
,

5
8
7

0
9
0
,

6
5

3
0

③

十
億

百
万

千
十

億
百

万
千

円
十

億
百

万
千

円
十

億
百

万

1
3

税
務

会
計

上
の

償
却

方
法

定
率

法
・
定

額
法

(電
話

　
０

１
２

３
ー

４
５

ー
７

８
９

０
（

内
線

１
２

３
）

）

7

資
産

の
種

類
取

　
　

　
　

　
　

　
　

得
　

　
　

　
　

　
　

　
価

　
　

　
　

　
　

　
　

額

1
5

市
(

区
)

町
村

内

に
お

け
る

事
業

所

等
資

産
の

所
在

地

①
　
古

井
町

下
古

井
２

２
２

２
２

番
地

前
年

前
に

取
得

し
た

も
の

　
　

（
イ

）
前

年
中

に
減

少
し

た
も

の
　

　
（
ロ

）
前

年
中

に
取

得
し

た
も

の
　

　
（
ハ

）
計

（
（イ

）－
（ロ

）＋
（ハ

））
　

　
（
ニ

）

1
構

築
物

円

②
2

機
械

及
び

装
置

千
円

（電
話

　
　
０

１
２

３
－

４
５

－
６

７
８

９
　

）
( 

　
　

　
 ２

０
  

　
　
　
 
百
万
円
　
　
）
1
1

課
税

標
準

の
特

例
有

　
・
　

無
　

  
 （

 ふ
 り

 が
 な

）

２
　

氏
　

名
5

事
業

開
始

 年
月

月
1
2

特
別

償
却

又
は

圧
縮

記
帳

税
理

士
等

の
氏

名
美

濃
加

茂
 次

郎
（屋

号
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
1
4

青
色

申
告

有
　

・
　

無
（

電
話

　
　

０
１

２
３

－
９

８
－

７
６

５
４

　
）

有
　

・
　

無

　
　

　
　

　
美

濃
加

茂
償

却
資

産
　

株
式

会
社

　
　

み
　

の
　

か
　

も
　

し
　

ょ
　

う
　

き
　

ゃ
　

く
　

し
　

さ
　

ん
　

　
　

　
　

　
　

　
か

　
ぶ

　
し

　
き

　
が

　
い

　
し

　
ゃ

　
　

　
　

　
代

表
だ

い
ひ

ょ
う

取
締

役
と

り
し

ま
り

や
く

　
美

濃
加

茂
み

の
か

も

　
一

郎
い

ち
ろ

う
6

こ
の

申
告

に
応

答
す

る
者

の
係

及
び

氏
名

経
理

課
　

美
濃

加
茂

 太
郎

償
却

資
産

申
告

書
（償

却
資

産
課

税
台

帳
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

令
和

　
　

Ｙ
Ｙ

　
年

　
Ｍ

Ｍ
　

月
　

Ｄ
Ｄ

　
日

令
和

  
８

  
年

度
　

　
　

※
　

所
　

　
 有

　
　

 者
　

　
 コ

　
　

 ー
　

　
 ド

　
　

　
　

　
　

　
　
美
濃
加
茂
市
長
　
　
藤
　
井
　
浩
　
人

　
　

　
　

宛

所 有 者

　
　

　
（ふ

 り
 が

な
）

１
　

住
　

所

５
０

５
－

０
０

４
１

3
個

人
番

号
又

は
法

人
番

号
8

短
縮

耐
用

年
数

の
承

認
有

　
・
　

無

　
美

濃
加

茂
市

み
の

か
も

し

太
田

町
お

お
た

ち
ょ

う

１
１

１
１

１
番

地
ば

ん
ち

9
増

加
償

却
の

届
出

有
　

・
　

無
事

業
種

目

（
資

本
等

の
額

）
4

飲
食

業
1
0

非
課

税
該

当
資

産
有

　
・
　

無
又

は
納

税
通

知
書

送
付

先

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名

受
付

印

美
濃

加
茂

償
却

リ
ー

ス
㈱

美
濃

加
茂

市
太

田
町

1
2

1
1

1
Ｔ

Ｅ
Ｌ

0
1

2
3

-２
２

-
２

２
２

２

①
償

却
資

産
申
告
書
の
記
入
例

初
め

て
申

告
す

る
方

は
、

所
有

す
る

資
産

の
取

得
価

額
を

資
産

の
種

類
別

に
集

計
し

、
そ

の
合

計
額

を
「前

年
中

に
取

得
し

た
も

の
（ハ

）」
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

以
前

に
申

告
を

し
た

こ
と

が
あ

る
方

は
、

「前
年

前
に

取
得

し
た

も
の

（イ
）
」に

、
所

有
す

る
資

産
の

取
得

価
額

の
合

計
が

印
字

さ
れ

て
い

ま
す

。
廃

棄
等

に
よ

り
、

前
年

中
に

減
少

し
た

資
産

に
つ

い
て

は
「前

年
中

に
減

少
し

た
も

の
（ロ

）
」に

、
取

得
等

に
よ

り
、

前
年

中
に

増
加

し
た

資
産

に
つ

い
て

は
「前

年
中

に
取

得
し

た
も

の
（ハ

）」
に

、
そ

の
取

得
価

額
の

種
類

別
の

合
計

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

「計
（（

イ
）－

（ロ
）＋

（ハ
））

（ニ
）」

の
欄

に
は

、
現

在
所

有
し

て
い

る
資

産
の

取
得

価
額

の
合

計
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
前

年
に

一
般

方
式

に
よ

り
申

告
し

た
方

に
は

、
償

却
資

産
種

類
別

明
細

書
（申

告
資

料
）
を

同
封

し
て

い
ま

す
の

で
、

申
告

の
参

考
と

し
て

く
だ

さ
い

。

一
般
方
式
に
よ
る
申
告
の
場
合
は
、
記
入
不
要
で
す
。

電
算
処
理
方
式
に
よ
る
申
告
の
場
合
に
の
み
、
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人

の
場

合
は
事

業
を

開
始

し
た

年
月
を

、
法

人
の

場
合

は
設
立

年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い

。

申
告

書
の

内
容
に

つ
い
て

の
問
合

せ
先
と

な
る
経

理
担

当
等

の
部

署
、

氏
名
及

び
電
話

番
号
を

記
入
し

て
く
だ

さ
い
。

各
項

目
の

有
無
等

に
つ
い

て
、

該
当
す

る
方
を

○
で
囲

ん
で

く
だ
さ

い
。

※
８

～
１
１

が
有
の

場
合
、

関
係

書
類
を

添
付
し

て
く
だ

さ
い

。
１
２

が
有
の

場
合
で

あ
っ
て
も
、
適
用
前
の
取
得

価
格

で
申
告

し
て
く

だ
さ
い

。

資
産

の
所

在
地
が

、
住
所

と
異

な
る
場

合
に
記

入
し
て

く
だ

さ
い
。

借
用

（
リ

ー
ス
・

レ
ン
タ

ル
）

資
産
の

有
無
に

つ
い
て

、
該
当
す
る
方
を
○
で
囲
ん
で

く
だ

さ
い
。

借
用

資
産

が
あ
る

場
合
は

、
貸

主
の

名
称

、
住
所

及
び
電

話
番

号
を
記

入
し
て

く
だ
さ

該
当

す
る
方

を
○
で

囲
ん

で
く

だ
さ
い

。

次
の
よ

う
な

事
項

に
つ

い
て

該
当

が
あ

る
場

合
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
備
考

欄
に

記
入

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
別
用

紙
（

任
意

様
式

）
に

記
入

し
て

く
だ
さ

い
。

①
前

年
中

に
資

産
の
増

減
が

な
い

場
合

→
『

増
減

な
し

』

②
前
年
中
に
廃
業
等
を
し
た
場
合

→
『
○
○
年
○
月
廃
業
』

③
種
類
別
明
細
書
以
外
の
添
付
書
類
が
あ
る
場
合

→
『
添
付
し
た
書
類
の
名
称
』

（
例
：
「
短
縮
耐
用
年
数
承
認
書
の
写
」
「
増
加
償
却
の
届
出
書
の
写
」
等
）

④
特
例
の
適
用
対
象
資
産
が
あ
る
場
合

→
『
そ
の
旨

及
び

適
用

条
項
』

⑤
前
年
中
に
住
所
、
氏
名
（
名
称
）
等
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合

→
『
変
更
年
月
日
及
び
、
変
更
前
の
住
所
、
氏
名
（
名
称
等
）
』

⑥
そ
の
他
、
こ
の
申
告
に
関
し
て
必
要
な
事
項
及
び
評
価
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

記
入
し
き
れ
な
い
場
合
は
、
別
紙
で
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

【
5

】
事

業
開

始
年

月
【

6
】

こ
の

申
告

に
応

答
す

る
者

の
係

及
び

氏
名

【
8

】
～

【
1

4
】

【
1

5
】

資
産

の
所

在
地

【
1

6
】

借
用

資
産

【
1

7
】

事
業

所
用

家
屋

の

所
有

区
分

【
1

8
】

備
考

（
添

付
書

類
等

）

個
人
の
場

合
は
、

氏
名
と

屋
号

（
な
い
場
合

は
不
要

）
を
記

入
し

て
く
だ
さ
い

。
法
人
の
場

合
は
、

名
称
及

び
代

表
者
の
氏
名

（
例
：

代
表
取

締
役

○
○
○
）
を

記
入
し

て
く
だ

さ
い
。

氏
名

が
印

字
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

内
容

を
確

認
し

て
い

た
だ

き
、

内
容

を
変

更
す

る
場

合
は

、
抹

消
線

を
引

き
、

余
白

に
正

し
い

内
容

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

償
却

資
産

を
共

有
さ

れ
て

い
る

方

は
、

「代
表

者
外

○
名

」
と

い
う

共
有

名
義

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

併
せ

て
、

申
告

書
右

下
に

あ
る

「
1
8
備

考
」に

共
有

者
全

員
の

住
所

及
び

氏
名

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

住
所
と
電

話
番
号
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

住
所
が

印
字
さ

れ
て

い
る
場
合
は

内
容
を

確
認
し

て
い

た
だ
き
、
内

容
を
変

更
す
る

場
合

は
、
抹
消
線

を
引
き

、
余
白

に
正

し
い
内
容
を

記
入
し

て
く
だ

さ
い
。

申
告

書
を
提

出
す
る

年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
の
場
合
は
個
人
番
号
（

12
桁
）
を
、
法
人
の
場
合
は
法
人
番
号

（
1
3
桁
）
を
右
詰
め
で
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
償
却
資
産
を
共
有
し
て
い

る
方
は
、
記
入
不
要
で
す
。

事
業
の
内
容
を
具

体
的
に

記
入

し
て
く

だ
さ

い
。
（
例
：
飲
食

業
）

事
業
種
目
が
複
数
あ

る
場
合

は
、

主
た
る
事
業
種
目
を

記
入
し

て
く

だ
さ
い
。
法
人
の
場

合
は
、

資
本

金
又
は
出
資
金
の
額

も
記
入

し
て

【
３

】
個

人
番

号
又

は
法

人
番

号
【

4
】

事
業

種
目

【
1

】
住

所

【
2

】
氏

名
※

押
印

不
要

税
理

士
等

が
関
与

し
て
い

る
場
合

は
、
そ

の
所
属

組
織

、
氏

名
及

【
7

】
税

理
士

等
の

氏
名



※

年 号

1
ｶ

ﾌ
ｴ

ﾐ
ﾉ

ｶ
ﾓ

ﾊ
ｲ

ｽ
ｲ

ｾ
ﾂ

ﾋ
ﾞ

(
ﾃ

ﾅ
ﾝ

ﾄ
)

1
5

7
2

 
 
2
2
5
0
0
0
0

1
5

十
億

百
万

千
円

十
億

百
万

千
円

1
ｶ

ﾌ
ｴ

ﾐ
ﾉ

ｶ
ﾓ

ｴ
ｲ

ｾ
ｲ

ｾ
ﾂ

ﾋ
ﾞ

(
ﾃ

ﾅ
ﾝ

ﾄ
)

1
5

7
2

1
2
7
0
0
0
0

1
5

1
ﾁ

ﾕ
ｳ

ｼ
ﾔ

ｼ
ﾞ

ﾖ
ｳ

ﾎ
ｿ

ｳ
ｺ

ｳ
ｼ

ﾞ
1

5
5
1
2

3
2
0
0
0
0
0

1
0

申
告
漏

れ

6
ﾊ
。

ｿ
ｺ

ﾝ
1

5
7

2
3
8
0
0
0
0

4

6
ｴ

ｱ
ｺ

ﾝ
1

5
5

4
1
7
0
2
1
3

6

6
ﾚ

ｲ
ｿ

ﾞ
ｳ

ｺ
1

5
7

2
3
5
0
0
0
0

6

6
ﾚ

ｲ
ﾄ

ｳ
ｺ

1
5

7
2

4
0
0
0
0
0

6

7
8
0
2
0
2
1
3

注
意

　
「
増

加
事

由
」
の

欄
は

、
１

新
品

取
得

、
２

中
古

品
取

得
、

３
移

動
に

よ
る

受
入

れ
、

４
そ

の
他

の
い

ず
れ

か
に

○
印

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。

小
　

 計

14
0.

1
･2

3
･4

1
･2

3
･4

○
市

か
ら

R
7
年

2
月

移
動

18
0.

1
･2

3
･4

15
0.

1
･2

3
･4

16
0.

1
･2

3
･4

17
0.

12
0.

1
･2

3
･4

13
0.

1
･2

3
･4

10
0.

1
･2

3
･4

11
0.

1
･2

3
･4

08
0.

1
･2

3
･4

09
0.

1
･2

3
･4

06
0.

1
･2

3
･4

07
0.

1
･2

3
･4

04
0.

1
･2

3
･4

05
0.

1
･2

3
･4

02
0.

1
･2

3
･4

03
0.

1
･2

3
･4

課
 税

 標
 準

 額

取
 得

 年
 月

01
0.

1
･2

3
･4

ｺ
ｰ

ﾄﾞ

取
　

得
　

価
　

額

耐 用 年 数

減 価 残 存 率

価
　

　
　

　
　

　
　

額

課
税

標
準

の
 特

 例

行 番 号

資 産 の 種 類

資
 産

 コ
 ー

 ド
資

　
産

　
の

　
名

　
称

　
等

数 　 　 量

令
和

8
年

度

種
類

別
明

細
書

（増
加

資
産

・全
資

産
用

）
第 二 十 六 号 様 式 別 表 一 （ 提 出 用 ）

所
　

　
有

　
　

者
　

　
名

1
枚

の
う
ち

美
濃

加
茂

償
却

資
産

　
株

式
会

社
1

枚
　

　
目

増 加 事 由

摘
 要

年
月

率

宛
 名

 キ
 ー

 コ
 ー

 ド
分

 割
年

 度
ペ

ー
ジ

数
市

町
村

コ
ー

ド

所
有

者
コ

ー
ド

※
※

（イ
）

（ロ
）

（
ハ

）

十
億

百
万

千
円

②
種

類
別
明
細
書
（
増

加
資
産
・
全
資
産
用
）

の
記
入
例

【
資
産
の
種
類
】

[
１
：
構
築
物

]
[
２
：
機
械
及
び
装
置

]
[
３
：
船
舶

]
[
４
：
航
空
機

]
[
５
：
車
両
及
び
運
搬
具

]
[
６
：
工
具
、
器
具
及
び
備
品

]

か
ら
選
択
し
、
該
当
す
る
数
字
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
資
産
の
名
称
等
】

資
産
の
名
称
や
規
格
等
を
左
詰
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
取
得
年
月

】
資
産
を
取
得
し
た
年
月
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

年
号
は
、
以
下
の
数
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

[
１
：
明
治
]

[２
：
大
正
]

[３
：
昭
和

]
[４

：
平

成
]

[５
：
令
和

]
１
月
１
日
に
取
得
し
た
資
産
は
、
前
年
の
１
２
月
と
し
て

く
だ
さ
い
。

【
種

類
別

明
細

書
（

増
加

資
産

・
全

資
産

用
）
】

初
め

て
申

告
す

る
方

、
又

は
電

算
処

理
方

式
で

申
告

す
る

方
は
、

[全
資
産
用
]を

○
で
囲
み
、
申
告
す
べ
き
全
資
産
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

前
年

に
、

一
般

方
式

で
申

告
し

た
こ

と
が

あ
る

方
は

、
[増

加
資
産

]を
○
で
囲
み
、
同
封
し
た
種
類
別
明
細
書
に
記
載
さ

れ
て
い
な
い
資
産
の
み
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
耐
用
年
数

】
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
別
表
第
１
か
ら
別
表

第
６
ま
で
（
別
表
第
３
及
び
第
４
を
除
く
）
に
掲
げ
る
耐
用
年
数
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
中
古
資
産
に
つ
い
て
、
見
積
耐
用
年
数
に
よ
る
場
合
は
そ
の

耐
用
年
数
を
、
国
税
局
長
の
承
認
を
得
て
の
短
縮
耐
用
年
数
に
よ
る
場

合
は
そ
の
耐
用
年
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
所
有
者
名
】

資
産
の
所
有
者
の
氏
名
（
法

人
の
場
合
は
名
称
）
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

【
増
加
事
由

】
資
産
が
増
加
し
た
事
由
に
つ

い
て
、
該
当
す
る
も
の
を
○
で

囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

[
１
：
新
品
取
得

]
[
２
：
中
古
品
取
得

]
[
３
：
移
動
に
よ
る
受
入
れ

]
[
４
：
そ
の
他

]

【
摘
要
】

当
該
資
産
に
係
る
特
記
事
項

と
し
て
①
～
⑧
の
よ
う
な
事
項

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

①
資
産
の
申
告
漏
れ
が
あ
っ
た

場
合
は
、
そ
の
旨
の
表
示

【
例
：
申
告
漏
れ

】
②
課
税
標
準
の
特
例
の
適
用
が

あ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の

旨
の
表
示
と
適
用
条
項

【
例
：
特

34
9の

3①
】

③
他
の
市
町
村
か
ら
の
移
動
等

に
よ
り
受
け
入
れ
た
資
産
に
つ

い
て
は
、
移
動
の
年
月
等

【
例
：

R7
.2
○
○
市
か
ら
移

動
】

④
耐
用
年
数
の
短
縮
を
適
用
し

て
い
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
そ

の
旨
の
表
示

【
例
：
短
縮
】

⑤
中
古
資
産
の
見
積
耐
用
年
数

を
適
用
し
て
い
る
資
産
に
つ
い

て
は
、
そ
の
旨
の
表
示

【
例
：
見
積
耐
用
年
数
】

⑥
増
加
償
却
を
行
っ
て
い
る
資

産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
の
表

示 【
例
：
増
加
償
却

】
⑦
耐
用
年
数
省
令
の
改
正
に
よ

り
耐
用
年
数
を
変
更
す
る
場
合

は
、
そ
の
旨
の
表
示

【
例
：

H2
0改

正
前
1
0年

】
⑧
そ
の
他
、
当
該
資
産
の
価
格

の
決
定
に
あ
た
っ
て
必
要
な
事

項

一
般
方
式
の
場
合
、
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

電
算
処
理
方
式
の
場
合
の
み
、
算
出
の
上
、
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

数
量
及
び
取
得
価
額
の
合
計
を
頁
ご
と
に
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。
４

記
入
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。



※

年 号

6
4

2
1

0
0

0
0

1
ﾊ
。

ｿ
ｺ

ﾝ
1

4
2

0
8

3
5
0
0
0
0

4
2

1

6
4

1
9

0
0

0
0

1
ﾚ

ｲ
ｿ

ﾞ
ｳ

ｺ
1

4
1

8
2

3
2
1
0
0
0

6
1

9

6
4

2
3

0
0

0
0

1
ﾊ
。

ｿ
ｺ

ﾝ
1

4
2

2
4

2
0
0
0
0
0

4
2

3

　

3
8
7
1
0
0
0

小
　

 計

1
7

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

1
8

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

1
5

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

1
6

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

1
3

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

1
4

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

1
1

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

1
2

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

0
9

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

1
0

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

0
8

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

0
5

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

0
6

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2
令
和
5
年
4
月
廃
棄
（
申
告
漏
れ
）

0
2

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2
令
和
7
年
6
月
○
市
へ
移
動

0
7

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

令
和

8
年

度

種
類

別
明

細
書

（
減

少
資

産
用

）

取
　

得
　

価
　

額

耐 用 年 数

申 告 年 度

減
少

の
事

由
及

び
区

分

摘
　

　
　

　
　

　
　

要
1
 売

却
　

2
 滅

　
 失

3
 移

動
　

4
 そ

の
他

1
 全

部
2
 一

部

抹
 消

 コ
 ー

 ド
資

　
産

　
の

　
名

　
称

　
等

数 　 　 量

取
 得

 年
 月

年
月

第 二 十 六 号 様 式 別 表 二 （ 提 出 用 ）

宛
 名

 キ
 ー

 コ
 ー

 ド
分

 割
所

　
　

有
　

　
者

　
　

名
1

枚
の

う
ち

G
美
濃
加
茂
償
却
資
産
　
株
式
会
社

1
枚

　
　

目

行 番 号

資 産 の 種 類

0
3

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

取
得

価
額

4
0
0
,
0
0
0
円

（
2
台

）
の

う
ち

2
0
0
,
0
0
0
円

（
１

台
）

を
売

却

0
4

1
　

･　
2
　

･　
3
　

･　
4

1
　

･　
2

0
1市
町

村

コ
ー

ド

所
有

者
コ

ー
ド

十
億

百
万

千
円

③
種
類
別
明
細
書
（
減
少
資
産
用
）
の
記
入
例

同
封
の

「
種
類
別
明
細
書
」
の
中
で
、
廃
棄
等
に
よ
り
前
年
中
に
減
少
し
て
い
る
資
産
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
項

目
に
つ
い

て
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
し

た
内
容
が
種
類
別
明
細
書
と
異
な
る
場
合
は
、
減
少
し
た
資
産
が
正
確
に
把
握
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
転
記
誤
り
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
所
有
者
名
】

資
産
を
所
有
す
る
者
の
氏
名
（
法
人

の
場
合
は
名
称
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ

【
減
少
の
事
由
及
び
区
分
】

資
産
が
減
少
し
た
事
由
及
び
そ
の
区

分
に

つ
い

て
、

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。

（
減

少
の

事
由

）
１

売
却

→
資
産
の
売
却
に
よ
る
減
少

２
滅
失

→
資
産
の
廃
棄
に
よ
る
減
少

３
移
動

→
美
濃
加
茂
市
外
へ
の
移
動

に
よ
る
減
少

４
そ
の
他

→
上
記
の
い
ず
れ
に
も
よ

ら
な
い
理
由
の
場
合

※
〔
４
そ
の
他
］
の
場
合
は
、
摘
要
欄

に
具
体
的
な
減
少
事
由
を
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

（
減

少
の

区
分

）
１

全
部

→
そ
の
資
産
の
全
体
が
減
少

し
た
場
合

２
一
部

→
そ
の
資
産
の
一
部
が
減
少

し
た
場
合

※
〔
２
一
部
〕
の
場
合
は
、
摘
要
欄
に

そ 【
摘
要
】

減
少
の
事
由
が
〔

４
そ
の
他
〕
の
場

合
は
、
そ
の
具
体
的
な
理
由
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

減
少
の
区
分
が
〔

２
一
部
〕
の
場
合

は
、
種
類
別
明
細
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
数
量
及
び
取
得
価
額
の
う
ち
、
減
少

し
た
分
が
い
く
ら
か
わ
か
る
よ
う
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
、
資
産
が
減
少
し
た
こ
と
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
を
適
宜
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

記
入
し
き
れ
な
い
場
合
は
、
別
紙
と

し
て
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

数
量
及
び
取
得
価
額
の
合
計
を
頁
ご
と
に
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

※
今
回
初
め
て
申
告
を
す
る
方
に
は
、
こ
の
様
式
は
使
用

し
な
い
た
め
、
同
封
し
て
い
ま
せ
ん
。

【
数
量
・
取
得
価
額

】
減
少
し
た
資
産
の
数
量
及
び
取
得
価

額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
資
産
の
一
部
が
減
少
し
た
場

合
は
、
そ
の
減
少
し
た
部
分
に
相
当
す

る
数
量
及
び
取
得
価
額
（
＝
元
の
数
量

及
び
取
得
価
額
か
ら
差
し
引
く
数
及
び

金
額
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。


